
議会評価意見書⑩ 

事 業 名 5-2-12 
社会福祉憲章条例事業（民間移譲分・身体障

がい者）（繰越） 

議 会 評 価 3 改善・効率化し継続 

 

【評価説明】 

障がい者の生活の利便性向上並びに社会参加を図る一翼を担っている

事業であり、適用範囲の拡大や介助者 1 名まで無料化とした政策は評価

できる。 

現在、民間バス事業者へ移譲して事業を継続しているが、障がい者が

利用しやすいノンステップバスの導入数をふやし、施設のバリアフリー

化を図るためにも、民間バス事業者との協議を推し進める必要がある。

今後は、利用者の実態を検証し、利便性の向上並びにコスト削減等、

さらに研究が必要である。 


